
　条　　例
○熊本県内部組織設置条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（人事課）10
○熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正
　する条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（　〃　）10
○熊本県職員の分限に関する条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（　〃　）10
○熊本県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥（　〃　）11
○熊本県知事等に対する退職手当の支給に関する条例の一部を改正する
　条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（　〃　）11
○熊本県手数料条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（財政課）11
○熊本県公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥（県政情報文書課）14
○熊本県財産条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（財産経営課）14
○熊本県議会議員及び熊本県知事の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（市町村課）16
○熊本県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（ 　　）16
○熊本県税条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（税務課）17
○熊本県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（　〃　）17
○熊本県入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止のための衛生管理に

関する条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（健康危機管理課）17
○熊本県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条

例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（高齢者支援課）18

　 　）32

　 　）42

　 　）42
○熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例等の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（障がい者支援課）42

　〃　 　）58
○熊本県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥（医療政策課）64
○熊本県国民健康保険法施行条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（国保・高齢者医療課）65

○熊本県特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一
部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（

○熊本県養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例及び熊本県
軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する
条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（

○熊本県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条
例を廃止する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（

○熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改
正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（

○熊本県国民健康保険広域化等支援基金条例及び熊本県国民健康保険財
政安定化基金条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（ 　〃　 　）68

〃

〃

〃

〃

○熊本県旅館業法施行条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（薬務衛生課）68
○熊本県少年保護育成条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥（くらしの安全推進課）69
○くまもと県民交流館条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥（男女参画・協働推進課）70
○熊本県国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥（農村計画課）70
○熊本県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（道路保全課）70
○熊本県都市公園条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（都市計画課）73
○熊本県流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（河川課）75
○熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（港湾課）76
○熊本県建築基準条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（建築課）78
○熊本県立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥（学校人事課）78
○熊本県いじめ防止対策審議会条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥（高校教育課）79
○熊本県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥（警察本部生活環境課）79
○熊本県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の
　一部を改正する条例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（　　　　〃　　　　）80


































































































































































